
 

 

 

 

地域密着型サービス事業所整備費等補助金について 

 

 

１ 概要 

  次に掲げる種別の事業所について、開設のために施設等の整備を行う費用や、円滑な開所に必要

な準備経費等の補助を行います。 

種  別 補 助 内 容 
基 準 額 （ 上 限 額 ） 

（※令和６年度） 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護事業所 

施設の整備等 １施設当たり  6,470,000円 

開設準備経費等 １施設当たり 15,300,000円 

認知症対応型通所介護事業所 

施設の整備等 

１施設当たり 13,000,000円 

（空き家を活用した整備の場合は、 

１施設当たり  9,710,000円） 

開設準備経費等 補助対象外 

 

小規模多機能型居宅介護事業所 

 

看護小規模多機能型 

居宅介護事業所 

 

認知症対応型 

共同生活介護事業所 

（グループホーム）（※） 

 

施設の整備等 

１施設当たり 36,600,000円 

（空き家を活用した整備の場合は、 

１施設当たり  9,710,000円） 

開設準備経費等 
（宿泊）定員数１人当たり 

914,000円 

※認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）に対する事業所整備等補助金は、本市

が定める補助対象圏域（高齢者人口に対する施設定員数の割合が低い圏域）内で整備する場合

に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 補助金活用の流れ（令和８年 4月開設の場合） 

時期 随 時 受 付 公 募 

Ｒ６年

度 

  

 

Ｒ７年 

４月頃 

（以降の流れは随時受付・公募で共通） 

Ｒ７年 

夏～秋

頃 

 

Ｒ７年 

秋頃 

～ 

Ｒ８年 

３月ま

で 

 

Ｒ８年 

４月～ 

 

 ※１ 補助金活用の協議は、補助金の交付を約束するものではありません。補助の要件を満たし

ていても、本市及び広島県の予算の都合等により、補助金を交付できない場合があります。 

    ついては、応募時の資金計画は、補助金の交付を見込まないものとして作成してください。 

※２ 広島県による補助金交付額の内示（補助事業の確定）は、例年夏～秋頃に行われていま

すが、事務の都合等により内示時期が遅れる場合があります。 

※３ 補助金の交付決定後に補助事業を実施してください。交付決定前に補助事業に着手され

た時には、補助金を交付できない場合があります。 

また、補助事業を行うために締結する契約については、本市の契約規則に準じた契約手続

きを行ってください。 

  ※４ 年度内に完了検査を終える必要があります。年度内に補助事業を完了できない時には、原

則として補助金を交付できません。 

事業所の開設 

事業開始の意向相談 【事業者】 

（補助金交付に係る整備要件を審査） 

人員及び整備基準等の確認書類を 

提出（２月上旬まで）【事業者】 

事業者募集【市】 

応募【事業者】 

（補助金活用の事前確認） 

設置運営事業者の決定【市】 

広島県への補助金活用の協議 【市】 

広島県による補助金交付額の内示（補助事業の確定） 【市】 ※２ 

補助金の交付申請 【事業者】 

補助金の交付決定 【市】 

補助事業の実施【事業者】 ※３ 

事業完了・実績報告 【事業者】 ※４ 

完了検査【市】 

補助金支払の請求【事業者】 

補助金支払 【市】 

補助金活用の協議【事業者】 ※１ 


